
関連条文 

 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第７５号） 

（譲渡し等の禁止） 

第 12 条 

希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り（以下「譲

渡し等」という。）をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

（一～六号 略） 

六 希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする当事者の一方又は双方が国の機関又は

地方公共団体である場合であって環境省令で定める場合  

七 前各号に掲げるもののほか、希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがない場

合として環境省令で定める場合 

 

検察庁法（昭和２２年法律第６１号） 

（検察官の職務権限） 

第４条  

検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の

執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるとき

は、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限

に属させた事務を行う。 

 

動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号） 

（負傷動物等の発見者の通報措置）  

第36条 

道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ね

こ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明し

ているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努

めなければならない。  

２ 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収

容しなければならない。  

３ 前条第５項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。 

 

警察法（昭和２９年法律第１６２号） 

（警察の責務） 

第２条  

警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の

逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。 

 

漁業法（昭和２４年法律第１０５号） 

（漁業調整に関する命令） 

第 65 条（第１項を新たに創設） 



農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業取締りその他漁業調整のため、特定の種類の水産

動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若し

くは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業（水

産動植物の採捕に係るものに限る。）を禁止し、又はこれらの漁業について、農林水産省令

若しくは規則で定めるところにより、農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けなけ

ればならないこととすることができる。 

２ 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業取締りその他漁業調整のため、次に掲げる事項に

関して必要な農林水産省令又は規則を定めることができる。 

一 水産動植物の採捕又は処理に関する制限又は禁止（前項の規定により漁業を営むこと

を禁止すること及び農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないこ

ととすることを除く。） 

二 水産動植物若しくはその製品の販売又は所持に関する制限又は禁止                         

   三 漁具又は漁船に関する制限又は禁止                                                     

   四 漁業者の数又は資格に関する制限 

 

水産資源保護法（昭和２６年法律第 313 号） 

（水産動植物の採捕制限等に関する命令） 

第４条 （第１項を新たに創設） 

農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるとき

は、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的

として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるも

のにより営む漁業（水産動植物の採捕に係るものに限る。）を禁止し、又はこれらの漁業に

ついて、農林水産省令若しくは規則で定めるところにより、農林水産大臣若しくは都道府県

知事の許可を受けなければならないこととすることができる。 

２ 農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるとき

は、次に掲げる事項に関して、農林水産省令又は規則を定めることができる。 

一 水産動植物の採捕に関する制限又は禁止（前項の規定により漁業を営むことを禁止す

ること及び農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないこととする

ことを除く。） 

二  水産動植物の販売又は所持に関する制限又は禁止  

三  漁具又は漁船に関する制限又は禁止  

四  水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつその他水産動植物に有害な水質の汚濁に関

する制限又は禁止  

五  水産動植物の保護培養に必要な物の採取又は除去に関する制限又は禁止  

六  水産動植物の移植に関する制限又は禁止 

 


